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公益通報者保護法（抜粋） 
 
（解雇の無効） 
第三条労働者である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号

に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に定める事業者（当該

労働者を自ら使用するものに限る。第九条において同じ。）が行った解雇は、無効と

する。 
一通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合当該役務提

供先等に対する公益通報 
二通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当

の理由がある場合又は通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしている

と思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。次号

ホにおいて同じ。）を提出する場合当該通報対象事実について処分又は勧告等を

する権限を有する行政機関等に対する公益通報 
イ公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所 
ロ当該通報対象事実の内容 
ハ当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由 
ニ当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべ

きと思料する理由 
三通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理

由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合その者に対し当該通報対象事実を通

報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると

認められる者に対する公益通報 
イ前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ず

るに足りる相当の理由がある場合 
ロ第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽

造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合 
ハ第一号に定める公益通報をすれば、役務提供先が、当該公益通報者について知

り得た事項を、当該公益通報者を特定させるものであることを知りながら、正当

な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある場合 
ニ役務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて

要求された場合 
ホ書面により第一号に定める公益通報をした日から二十日を経過しても、当該通

報対象事実について、当該役務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は

当該役務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合 
ヘ個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人（事業を行う場合におけるもの

を除く。以下このヘにおいて同じ。）の財産に対する損害（回復することができな

い損害又は著しく多数の個人における多額の損害であって、通報対象事実を直接
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の原因とするものに限る。第六条第二号ロ及び第三号ロにおいて同じ。）が発生

し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合 
 
（不利益取扱いの禁止） 
第五条第三条に規定するもののほか、第二条第一項第一号に定める事業者は、その使

用し、又は使用していた公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理

由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な

取扱いをしてはならない。 
２前条に規定するもののほか、第二条第一項第二号に定める事業者は、その指揮命

令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が第三条各号に定める公益通報を

したことを理由として、当該公益通報者に対して、当該公益通報者に係る労働者派

遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしては

ならない。 
３第二条第一項第四号に定める事業者（同号イに掲げる事業者に限る。次条及び第

八条第四項において同じ。）は、その職務を行わせ、又は行わせていた公益通報者が

次条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、報

酬の減額その他不利益な取扱い（解任を除く。）をしてはならない。 
 
（事業者がとるべき措置） 
第十一条事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに

当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業

務（次条において「公益通報対応業務」という。）に従事する者（次条において「公

益通報対応業務従事者」という。）を定めなければならない。 
２事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通

報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の

規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、

適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければなら

ない。 
３常時使用する労働者の数が三百人以下の事業者については、第一項中「定めなけ

れば」とあるのは「定めるように努めなければ」と、前項中「とらなければ」とあ

るのは「とるように努めなければ」とする。 
４内閣総理大臣は、第一項及び第二項（これらの規定を前項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適

切かつ有効な実施を図るために必要な指針（以下この条において単に「指針」とい

う。）を定めるものとする。 
５内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意

見を聴かなければならない。 
６内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 
７前二項の規定は、指針の変更について準用する。 









出頭を求める者 証言を求める事項 取扱い

11月25日 9:45 10:00 非公開

(月)

10:00 11:30 Ａ
・公益通報者保護について
・その他、上記に関連する事項について

非公開
(秘密会)

11:30 13:00

13:00 13:50 Ｂ
・知事選挙に際しての違法行為について
・その他、上記に関連する事項について

非公開
(秘密会)

14:10 15:00 Ｃ
・優勝パレードについて
・公益通報者保護について
・その他、上記に関連する事項について

公開Ａ

15:30 17:30
兵庫県知事
齋藤　元彦

・五百旗頭先生ご逝去について
・知事選挙に際しての違法行為について
・選挙投票依頼行脚について
・贈答品について
・政治資金パーティーについて
・優勝パレードについて
・パワーハラスメントについて
・公益通報者保護について
・その他、上記に関連する事項について

公開

（注１）公開Ａ：インターネット中継なし、傍聴可、報道撮影不可(録音不可)
　　　　公開Ｂ：インターネット中継あり(証人への配慮あり)、傍聴可、報道撮影不可(録音可)
　　　　公開Ｃ：インターネット中継あり、傍聴可、報道撮影一部可(録音可)

証人尋問時間割（11/25実施分）
（R6.11.18委員会協議分）

日時

（事務連絡、協議）

（　昼　休　憩　）


